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飾区景観地区条例を公布する。 

  平成29年６月21日 

飾区長 

飾区条例第18号 

飾区景観地区条例 

目次 

 第１章 総則（第１条―第４条） 

 第２章 景観地区 

  第１節 建築物に関する申請等（第５条―第７条） 

  第２節 工作物に関する制限等（第８条―第16条） 

 第３章 雑則（第17条） 

 付則 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、景観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）第61条第１

項の景観地区について、法第67条、第69条第１項第５号、第72条第１項から第３項まで

及び同条第５項の規定に基づく建築物及び工作物（建築物を除く。以下同じ。）の制限

その他の必要な事項を定めることにより、良好な景観の形成を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 ⑴ 区民等 区民及び葛飾区（以下「区」という。）内に所在する土地、建築物又は工

作物に関する所有権、賃借権その他の権原を有する者をいう。 
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 ⑵ 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 

 ⑶ 建築物 法第７条第２項に規定する建築物をいう。 

 ⑷ 建設等 法第16条第１項第２号に規定する建設等をいう。 

 ⑸ 形態意匠 法第８条第４項第２号イに規定する形態意匠をいう。 

 ⑹ 屋外広告物 屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第２条第１項に規定する屋外

広告物をいう。 

（区の責務） 

第３条 区は、区民等及び事業者との協働による地域の特性に応じた個性ある景観の形成

に関する施策を推進しなければならない。 

２ 区は、公共施設の整備を行うときは、良好な景観の形成を図るための先導的な役割を

果たさなければならない。 

（区民等及び事業者の責務） 

第４条 区民等及び事業者は、区が実施する地域の特性に応じた個性ある景観の形成に関

する施策に協力し、良好な景観の形成に十分に配慮するよう努めなければならない。 

   第２章 景観地区 

    第１節 建築物に関する申請等 

（認定に係る申請書の添付図書） 

第５条 景観法施行規則（平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。）第19

条第１項第６号の飾区条例で定める図書は、飾区規則（以下「規則」という。）で

定める図書とする。 

（完了等の届出） 

第６条 法第63条第２項又は第66条第３項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係

る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならな

い。 

（建築物の適用の除外） 

第７条 法第69条第１項第５号の規定により飾区条例で定める建築物は、次に掲げるも

のとする。 

 ⑴ 地下に設ける建築物 

 ⑵ 工事、催事、行事等に必要な仮設の建築物 
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 ⑶ 国の機関又は地方公共団体（以下「国の機関等」という。）が行う工事に係る建築

物であって、その内容について区長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少な

いと認めるもの 

    第２節 工作物に関する制限等 

（工作物の形態意匠の制限） 

第８条 景観地区内の工作物の形態意匠は、別表に定める形態意匠の制限に適合するもの

でなければならない。ただし、区長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない

と認めるものについては、この限りでない。 

２ 景観地区内の工作物（重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則（平成17年

文部科学省令第10号）第１条第１項第１号に規定する文化的景観保存計画に記載された

同条第２項第６号に規定する文化的景観における重要な構成要素が含まれるものに限

る。）の所有者は、当該工作物の形態意匠を当該文化的景観保存計画に適合させるよう

努めなければならない。 

（計画の認定） 

第９条 景観地区内において工作物の建設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画

が、前条第１項の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して区長の認

定を受けなければならない。当該認定を受けた工作物の計画を変更して建設等をしよう

とする場合も同様とする。 

２ 区長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、

申請に係る工作物の計画が前条第１項の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果

に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなけ

ればならない。 

３ 区長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る工作物の計画が前条

第１項の規定に適合しないものと認めるとき、又は当該申請書の記載によっては当該規

定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及び

その理由を記載した通知書を前項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。 

４ 第２項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の工作物の建設等の工事（景観法

施行令（平成16年政令第398号。以下「政令」という。）第12条で定める工事を除

く。）は、することができない。 
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（違反工作物に対する措置） 

第10条 区長は、第８条第１項の規定に違反した工作物があるときは、建設等工事主（工

作物の建設等をする者をいう。以下同じ。）、当該工作物の建設等の工事の請負人（請

負工事の下請人を含む。以下同じ。）若しくは現場管理者又は当該工作物の所有者、管

理者若しくは占有者に対し、当該工作物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期

限を定めて当該工作物の改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正

するために必要な措置をとることを命ずることができる。 

２ 区長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定め

る方法により、その旨を公示しなければならない。 

３ 前項の標識は、第１項の規定による処分に係る工作物又はその敷地内に設置すること

ができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る工作物又はその敷地の所

有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

（違反工作物の工事の請負人に対する措置） 

第11条 区長は、前条第１項の規定による処分をしたときは、規則で定めるところにより、

当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他省令で定める事項

を、建設業法（昭和24年法律第100号）の定めるところにより当該請負人を監督する国

土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 

（国又は地方公共団体の工作物に対する認定等に関する手続の特例） 

第12条 国又は地方公共団体の工作物については、前３条の規定は適用せず、次項から第

５項までに定めるところによる。 

２ 景観地区内の工作物の建設等をしようとする者が国の機関等である場合においては、

当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を区長に通知しなければならな

い。 

３ 区長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、

当該通知に係る工作物の計画が第８条第１項の規定に適合するかどうかを審査し、審査

の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国

の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該

規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはそ

の旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなけれ
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ばならない。 

４ 第２項の通知に係る工作物の建設等の工事（政令第12条で定める工事を除く。）は、

前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。 

５ 区長は、国又は地方公共団体の工作物が第８条第１項の規定に違反すると認める場合

においては、直ちに、その旨を当該工作物を管理する国の機関等に通知し、第10条第１

項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。 

（工事現場における認定の表示等） 

第13条 景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、

規則で定めるところにより、建設等工事主、設計者（その者の責任において、設計図書

を作成した者をいう。以下同じ。）、工事施工者（工作物に関する工事の請負人又は請

負契約によらないで自らその工事をする者をいう。）及び工事の現場管理者の氏名又は

名称並びに住所並びに当該工事に係る計画について第９条第２項又は前条第３項の規定

による認定があった旨の表示をしなければならない。 

２ 景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第９条第２項又は前

条第３項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければな

らない。 

（完了等の届出） 

第14条 第９条第２項又は第12条第３項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る

行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 

（工作物の適用の除外） 

第15条 第８条第１項及び第９条から前条までの規定は、次に掲げる工作物又はその部分

については、適用しない。 

 ⑴ 法第19条第１項の規定により景観重要建造物として指定された工作物 

 ⑵ 文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定により国宝、重要文化財、特別史跡

名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された工作物 

 ⑶ 文化財保護法第143条第１項の伝統的建造物群保存地区内にある工作物 

 ⑷ 前２号に掲げる工作物であったものの原形を再現する工作物で、区長がその原形の

再現がやむを得ないと認めたもの 

 ⑸ 政令第20条第６号イに掲げる法律の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例の規
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定により形態意匠に係る義務が定められている工作物又はその部分 

 ⑹ 屋外広告物法第４条又は第５条の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の

表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に係る工作物 

 ⑺ 地下に設ける工作物 

 ⑻ 工事、催事、行事等に必要な仮設の工作物 

 ⑼ 国の機関等が行う工事に係る工作物であって、その内容について区長が良好な景観

の形成に支障を及ぼすおそれが少ないと認めるもの 

２ 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際現に存する工作物又は現に

建設等の工事中の工作物が、第８条第１項の規定に適合しない場合又は同項の規定に適

合しない部分を有する場合においては、当該工作物又はその部分に対しては、同項及び

第９条から前条までの規定は、適用しない。 

３ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する工作物又はその部分に対しては、適用

しない。 

 ⑴ 景観地区に関する都市計画の変更前に第８条第１項の規定に違反している工作物又

はその部分 

 ⑵ 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に増築、改築又は移転の

工事に着手した工作物 

 ⑶ 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した工作物の当該工事に係る部

分 

（報告及び立入検査） 

第16条 区長は、この節（第８条第２項を除く。）の規定の施行に必要な限度において、

規則で定めるところにより、工作物の所有者、管理者若しくは占有者、建設等工事主、

設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、工作物の建設等に関する工事の計画若

しくは施工の状況に関し報告させ、又はその職員に、工作物の敷地若しくは工事現場に

立ち入り、工作物、建設材料その他工作物に関する工事に関係がある物件を検査させる

ことができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 
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３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

   第３章 雑則 

（委任） 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に存する工作物又は現に建設等の工事中の工作物が、第８条

第１項の規定に適合しない場合又は同項の規定に適合しない部分を有する場合において

は、当該工作物又はその部分に対しては、同項及び第９条から第14条までの規定は、適

用しない。 

３ 景観地区に関する都市計画が定められた日からこの条例の施行の日の前日までの間に

おいて、第15条第３項第２号又は第３号に該当する工作物又はその部分に対しては、同

項の規定にかかわらず、第８条第１項及び第９条から第14条までの規定は、適用しない。 

別表（第８条関係） 

景観地区の名称 形態意匠の制限 

東京都市計画柴又地域景観地区 １ 壁面等に設置される工作物においては、動画

（静止した映像を６秒未満で切り替えるものを

含む。）を掲載しないこと。ただし、4,000カン

デラ毎平方メートル未満の光源を使用する場合

については、この限りでない。 

２ 光源を使用する工作物を除き、地色（文字そ

の他の具体的な図柄以外の全ての色をいう。）

が、彩度12以上及び蛍光色のものを使用しない

こと。この場合において、彩度の色彩に関する

表示については、日本工業規格Ｚ8721（色相、

明度及び彩度の三属性の値を表示したものをい



8 

う。）に定められた規格とすること。 

３ 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第

１項第１号に規定する第１種住居地域、近隣商

業地域及び商業地域においては、建築物の屋上

部分に工作物（屋外広告物に限る。）を設置しな

いこと。ただし、屋上手すりの高さを超えず、

かつ、屋上手すりに設置するものについては、

この限りでない。 


